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　経済産業省では、10月１日の消費税率引き
上げ時の需要平準化対策として、キャッシュ
レス手段で決済する消費者へポイント還元を
行う「キャッシュレス・消費者還元事業」に
参加する中小・小規模事業者を募集していま
す。詳細は、一般社団法人キャッシュレス推
進協議会のＨＰでご確認ください。
Ｈhttps://cashless.go.jp/
お問合せ　函館商工会議所地域振興課
　　　　　☎23－1181

「キャッシュレス・消費者還元事業」

函館市プレミアム付商品券交付申請のご案内

■一般廃棄物処理手数料
　廃棄物の処理に係る手数料等は右表のとおりです。
（消費税等相当分を含む）
　なお、一般家庭から排出されるごみおよびし尿を市
が収集する場合の手数料は、変更ありません。
　表のほか、産業廃棄物の処理に係る使用料の消費税
等相当分も８％から10％に改定となります。
お問合せ　環境総務課　☎56－6684

■市電電車料金
　10月１日から240円と250円の区間の乗車料金がそれ
ぞれ10円引き上げとなります。
　定期券は10月１日購入分から４㎞を超える区間の定
期乗車料金が新しい料金に変更になります。
お問合せ　事業課　☎32－1730

■水道料金・下水道使用料など
　水道料金・下水道使用料は12月分から消費税等相当
分が改定されます。
　温泉供給料金は10月分から消費税等相当分が改定さ
れます。
お問合せ　水道お客さまセンター　☎27－8731
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消費税法等の一部改正に伴う使用料・手数料等の
改定のお知らせ
10月１日からの消費税率の引き上げに伴い、使用料・手数料等が改定となりますので、お知らせします。

　10月１日から販売を予定している「函館市プレミアム付商品券」について、住民税非課税者として該当の可能
性のある方に、交付申請書を送付しています。
交付申請書の提出について　
　交付申請書は、同封している案内・記入例をご覧いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れ
て提出してください。（添付書類が必要となる場合があります。）
お問合せ　函館市プレミアム付商品券専用ダイヤル　☎0120－268－220
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https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019072600023/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015042300047/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019040300016/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019040300016/
https://cashless.go.jp/

